
  

電気料金燃料費調整単価(平成21年5月分)のお知らせ

                                                                            平成21年3月30日
                                                                            北陸電力株式会社

　本日、電気料金の燃料費調整に用いる平成21年2月の貿易統計値が発表されたことに伴

い、平成20年12月～平成21年2月の平均燃料価格が確定いたしましたので、平成21年5月

分電気料金に適用される燃料費調整単価について、以下のとおりご案内いたします。

　なお、平成21年5月分電気料金から、燃料費調整制度の見直しを行っています。

　今回は、現行水準（平成21年4月分）と比べた場合、原油および石炭価格が低下したこ

とから、引下げの調整となります。

記

１．燃料費調整単価および適用時期　　　　 　　　     　(単位：銭/kWh[消費税込み])

　
適  用  対  象

今回
（H21年5月分）

現行
(H21年4月分)

現行との差

 低圧でお使いのお客さま ＋16 ＋95 ▲79

 高圧でお使いのお客さま ▲ 3 ＋71 ▲74

 特別高圧でお使いのお客さま ▲ 3 ＋70 ▲73

※1：低圧でお使いのお客さまには、
　　 燃料費調整の特別措置(4月分:+20銭/kWh、5月分:+20銭/kWh)および
　　 燃料費調整の経過措置(5月分:+13銭/kWh)を適用しています。
※2：高圧でお使いのお客さまには、
　　 燃料費調整の経過措置(5月分:+13銭/kWh)を適用しています。
※3：特別高圧でお使いのお客さまには、
　　 燃料費調整の経過措置(5月分:+13銭/kWh)を適用しています。

２．家庭用モデル影響
　［従量電灯Ｂ、30Ａ、300kWh／月ご使用の場合］

今回 現行 現行との差

(H21年5月分) (H21年4月分)

6,430円 6,667円 ▲237円

［消費税込み。初回振替契約（にこにこふりかえプラン）適用。］

                                                                                 以　上



（参考１）平均燃料価格                                  （単位：円/kl）

料金変更時の H20年12月～H21年2月

基準燃料価格 平均燃料価格 基準燃料価格との差

21,900 20,800 ▲1,100

（参考２）貿易統計実績

H20年3月
料金変更時

(H19/7～9月平均)

 H20年
12月

 H21年
1月 2月  12月～2月

平 均

　原  油(円/kl) 53,137 32,432 24,622 25,625 27,834

　石  炭(円/t) 8,462 13,176 12,577 11,916 12,575

　為替ﾚｰﾄ(円/$) 119  94 91 90 92

　原油価格($/b) 71.0 54.9 43.2 45.3 48.3

 



10～12月の燃料価格

1～3月の燃料価格 ７～９月分電気料金

現行制度

４～６月分電気料金

7月10月 11月 12月 1月 2 月 3月 4月 5月 6月 8月 9月

３ヶ月毎に見直し３ヶ月後に反映

12～2月の燃料価格

1～3月の燃料価格

５月分
電気料金

６月分
電気料金

7月分
電気料金

2～4月の燃料価格

新制度
7月10月 11月 12月 1月 2 月 3月 4月 5月 6月 8月 9月

毎月見直し２ヶ月後に反映

【現　行】 【新制度】

《平均燃料価格》

21,900円/kl
(基準燃料価格)

22,900円/kl
基準燃料価格＋５％)

20,900円/kl
(基準燃料価格－５％)

プラス調整

マイナス調整

プラス調整

マイナス調整

調整を行わない範囲 廃止

 

１.制度変更内容 

（１）燃料価格の変動をより速やかに電気料金に反映 

① 燃料価格を電気料金に反映するまでの期間をこれまでの３ヶ月から２ヶ月に

１ヶ月短縮いたします。 
 
② これまでは燃料価格の反映を３ヶ月毎に見直ししておりましたが、今後は

毎月見直しいたします。 
 

【燃料価格の変動反映の変更イメージ】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）燃料費調整を行わない範囲の廃止 
これまでは燃料価格の変動が基準の±5％以内にとどまる場合には、燃料費調整を行っ

ておりませんでしたが、今後は燃料費調整を行うことといたします。    
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

２.実施時期 

平成２１年５月分電気料金（４月検針日以降のご使用分）より実施いたします。 
 
 

３.制度変更に伴う経過措置 

制度の変更に伴い、平成２０年１０月から平成２１年１月の燃料価格変動の一部が電気料

金に反映されなくなるため、法令に基づく経過措置として、未反映分については平成２１年

５月分から平成２２年３月分の燃料費調整単価に上乗せさせていただきます。 
 
    

  ◇ 経過措置単価（低圧従量制の場合）  ＋1.42 円/kWh[未反映分] 
      
 

内訳 平成２１年５月分～平成２２年２月分 ＋0.13 円/kWh 

 平成２２年３月分                   ＋0.12 円/kWh 

 
 
（参考）小売規制部門を対象とした燃料費調整に関する特別措置の扱い 

先般ご案内の燃料費調整に関する特別措置（平成２１年１月～６月分に適用）（※）につい

ては、制度変更後も引き続き実施いたします。 
 

（※）燃料費調整に関する特別措置（平成 20 年 10 月 31 日経済産業大臣認可済） 

      小売規制部門のお客さまを対象に、平成２１年１～３月分の燃料費調整単価の引上げ幅

を低減（▲0.20 円/kWh[従量制の場合]）し、低減した単価を平成２１年４～６月分の燃料費

調整単価に上乗せ(＋0.20 円/kWh[従量制の場合])する特別な措置 

 

 

＜ 平成 21 年 5 月分の燃料費調整単価 [低圧従量制の場合] 

 

 
  

 
 
 

 
  

 
 

以 上 

新制度による通常の

燃料費調整単価 
燃料費調整の 
経過措置 ＋ 

燃料費調の 
特別措置 ＋ ＝ 

実際に適用される

燃料費調整単価 

＋0.16
円/kWh 

▲ 0.17
円/kWh 

＋0.13 
円/kWh 

＋0.20
円/kWh 

参考資料 
電気料金燃料費調整制度の変更について（低圧従量制の場合） 


